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◆下記に該当する人は申請により各税が減額・免除さ
れる場合があります
❶生活保護減免　令和８年１月２日以後に生活保護法
の規定による保護を継続して受けている人
❷死亡減免　令和８年１月２日以後に死亡し、前年中
の合計所得金額が500万円以下の人
❸勤労学生減免　令和８年１月１日時点で、勤労によ
る所得がある学生・生徒で、前年中の合計所得金額が
８5万円以下で、そのうち自己の勤労によらない所得が
１0万円以下の人
❹所得減少減免　単身世帯もしくは控除対象配偶者又
は扶養親族がいて、前年中の合計所得金額が500万円
以下であり、病気・会社都合による退職等で、令和８
年中の合計所得金額が前年中の合計所得金額の半分以
下になると見込まれる人
❺災害減免　火災等、災害により被害を受けた人

◆減額又は免除の対象となる税額
❶➡当該保護を受けることとなった日からその事由が
消滅した日までの間に納期が到来する市民税・県民税
額の全額　
❷❸➡申請日以後に納期が到来する市民税・県民税額
の全額

❹➡申請日以後に納期が到来する市民税・県民税額の
半額
❺➡被害の状況に応じて定められた額
※❶❹は申請の日以後に納期が到来する森林環境税も
全額免除されます。

◆申請方法
各申請期限までに、申請書と添付書類（以下参照）を持
って市民税課へ。
申請期限
・市民税・県民税▶❶～❹➡各納期限　❺➡災害発生
の日から30日以内 
・森林環境税▶❶❹❺➡各納期限　
※申請書は同課・市HPで配布。

◆添付書類
❶➡なし。ただし、令和８年１月２日以後に転出した
場合は、転出先の自治体で生活保護を受けていること
を証明する書類　❷➡なし　❸➡在学を証明する書類

（学生証、卒業証書等）　❹➡所得減少の理由を証明す
る書類（雇用保険受給資格者証等）及び令和８年の所得
内訳がわかる書類（給与明細等）　❺➡り災の程度を証
明する書類等

市民税・県民税・森林環境税の納税が困難な場合

特集

市民税・県民税・森林環境税のお知らせ

令和８年１月１日時点で、次のいずれかに該当する人
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている
・ 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合

計所得金額が１35万円以下

●市民税・県民税の「所得割」が課税されない人　
	⿠扶養親族がいない人➡前年の総所得金額等が45万
円以下
 ⿠扶養親族がいる人➡前年の総所得金額等が[35万円
×（１＋扶養親族数）＋42万円］以下

●市民税・県民税の「均等割」が課税されない人　
・扶養親族がいない人➡前年の合計所得金額が42万円
以下

 ⿠扶養親族がいる人➡前年の合計所得金額が［32万円
×（１＋扶養親族数）＋2８万９000円］以下
●森林環境税が課税されない人

 ⿠扶養親族がいない人➡前年の合計所得金額が4１万
5000円以下
 ⿠扶養親族がいる人➡前年の合計所得金額が［3１万
5000円×（１＋扶養親族数）＋2８万９000円］以下

市民税・県民税・森林環境税が課税されない人

市民税・県民税・森林環境税の課税対象者には、６月中旬以降に納税通知書を
送付します（※）。課税対象者、税額、納期等については、本号と同時に配布す
る「暮らしのしおり」７ページを参照してください。

（※）給与から特別徴収（給与天引き）の人は、５月中旬から順次勤務先に税額通知書を送付し
ています。
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問▶市民税課（☎〈７１〉２２１4）

令和８年度の主な税制改正
～いわゆる「年収の壁」の見直しへ～
物価上昇や"働き控え"への対応のため、以下の改正が行われました。

給与所得控除額の最低保障額が、65万円（改正前：
55万円）に引き上げられました。
※給与収入金額が１９0万円を超える場合の給与所
得控除額の変更はありません。

また、家内労働者等の必要経費に算入する金額の
最低保障額が65万円（改正前：55万円）に引き上げ
られました。

給与所得控除の見直し

所得控除の所得要件の改正
下表の所得控除を適用できる所得要件の金額が１0万円引き上げられました。

所得控除の種類 所得要件 改正後 改正前
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下 4８万円以下

ひとり親控除 ひとり親が生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 4８万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円以下 ７5万円以下

雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円以下 4８万円以下

パート収入が年間いくら
以下なら、税金の面で夫
の扶養に入れるの？

改正前は１０３万円でしたが、
改正により１２３万円に引き
上げられました

年金が年額いくら以下
なら、税金の面で夫の
扶養に入れるの？

改正前は１５８万円でしたが、
改正により１６８万円に引き
上げられました

パート収入が年間いくら
以下なら、税金を払わな
くてよいの？

改正前は９６万５０００円でした
が、改正により１０６万５０００
円に引き上げられました
（扶養親族がいない場合）

詳細は市HP参照

特定親族特別控除の創設
納税義務者と生計を一にする１９歳以上23歳未満の親族（配偶
者、青色事業専従者等を除く）で合計所得金額が5８万円超
１23万円以下の人がいる場合、特定親族特別控除が受けられ
ます。（右表参照）
なお、特定親族特別控除が適用される親族は、市民税・県
民税・森林環境税の非課税の判定等における扶養親族数に
は含まれません。

親族の合計所得金額 控除額
5８万円超９5万円以下 45万円
９5万円超１00万円以下 4１万円
１00万円超１05万円以下 3１万円
１05万円超１１0万円以下 2１万円
１１0万円超１１5万円以下 １１万円
１１5万円超１20万円以下 6万円
１20万円超１23万円以下 3万円

特定親族特別控除額

※ 年金所得者（65歳以上）で市民税・県民税・森林環境
税が課税されない人の要件は、扶養親族がいない場
合は年金の年額が１5１万5000円以下、扶養親族が１
人いる場合は20１万９000円以下で、改正はありません。

パート勤務者
の場合 の場合

６５歳以上・年金生活者

※年金収入のみの人※パート収入のみの人


